
- 1 - 

令和７年度沖縄観光推進ロードマップ実施事業委託業務 

企画提案仕様書 

 

本公募は令和７年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、

予算成立後に効力を生じるものです。県議会において当初予算案が否決された場合は、契

約を締結しないことがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

１ 委託業務名 

令和７年度沖縄観光推進ロードマップ実施事業 

 

２ 目的 

沖縄県は、第６次沖縄県観光振興基本計画（「以下、「計画」という。）にお

いて、沖縄観光の目指す将来像を、「世界から選ばれる持続可能な観光地－

世界とつながり、時代を切り拓く「美ら島 沖縄」」とし、その実現に向け

て、令和 13 年度に達成を目指す目標値を社会の視点（県民・観光事業者・

観光客の満足度）、経済の視点（観光収入1.2兆円、人泊数4,200万人など）、

環境の視点（観光関連施設等における再生可能エネルギー対応施設数など）

の三側面から設定している。 

これらの計画目標の達成のためには、「沖縄観光推進ロードマップ」（以下、

「ロードマップ」という。）において示された各種施策を推進する取組の進

捗等について、民間及び行政の関係機関が緊密に連携し、着実な実施を促進

する必要がある。 

このため、本事業では、施策を推進する取組の進捗状況や効果検証（ＰＤ

ＣＡサイクルの実施）や、中期（「中期」は、令和７年度から令和９年度を

いう。以下同じ）ロードマップの策定に向けた協議を行うとともに、ロード

マップの趣旨及び内容等について関係機関や観光事業者等に向け理解促進

活動等を行う。 

 

３ 委託期間 

契約の日から令和８年３月 31 日 

 

４ 委託提案の項目 

（１）ＰＤＣＡサイクルの実施に係る支援 

（２）中期ロードマップ策定に係る支援 

（３）会議の開催支援及び運営 

（４）ＰＤＣＡ実施報告書の作成・製本 

（５）県内関係機関等向け説明会等の開催 

（６）その他、沖縄県との協議及び指示による業務 
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５ 委託業務の内容 

（１）ＰＤＣＡサイクルの実施に係る支援 

ロードマップに記載されている施策や主な取組の令和６年度の進捗状況

や成果指標の達成状況について、検証票の整理、総括表の取りまとめ、ＰＤ

ＣＡサイクル実施結果の概要資料作成等の支援を行う。 

 

（２）中期ロードマップ策定に係る支援 

令和６年度に行った関係機関や団体との協議等を踏まえ、中期ロードマッ

プの策定、製本等を行う。 

 

（３）会議の開催支援及び運営 

関係機関や観光関連団体で構成する協議機関による会議（令和７年度は、

「沖縄観光推進戦略会議」及び３つの「専門部会」）を複数回（年間８回程

度を想定）開催し、上記（１）及び（２）について協議する。 

受託者は沖縄県との協議及び指示等を踏まえ、委員への日程調整、委員

謝金の支払、会場の確保、会議資料やシナリオ等の作成、議事録の作成等、

会議の運営全般に必要な作業を行う。 

また、庁内における上記（１）及び（２）に係る会議の開催にあたって

は、会議資料の作成等の支援を行う。 

 

（４）ＰＤＣＡ実施報告書の作成・製本 

上記（１）を踏まえ、計画の目標を達成するために必要な諸施策の進捗

状況等やその効果の検証・評価等を「ＰＤＣＡ実施報告書」として取り纏め

るとともに、製本等を行う。 

 

（５）県内関係機関等向け説明会等の開催 

県内関係機関等向けに、ロードマップやＰＤＣＡ実施結果等について、

県内市町村、観光協会、ＤＭＯ等関係機関を対象とした説明会等を開催す

る。 

受託者は沖縄県の指示等を踏まえ、関係者への周知や開催日の日程調整、

会場の確保、資料の作成等、より有効な説明会を行うために必要な作業を行

う。 

 

（６）その他、沖縄県との協議及び指示による業務 

 

６ 成果品 

上記においてとりまとめた結果等について、下記のとおり成果物として提

出する。 
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（１）沖縄観光推進ロードマップ（中期）500 部 

（２）「ＰＤＣＡ実施報告書」200 部 

（３）「ＰＤＣＡ実施報告書」の電子データ 

（４）その他関係資料 必要部数を協議し決定 

※ 製本・印刷を要する成果物の部数は、沖縄県（文化観光スポーツ部観光

政策課）及び受託者で協議の上、変更することがある。 

※  本業務により得られた成果物、資料、情報等は、委託者の許可なく他に

公表、貸与、使用、複写、漏えいしてはならない。 

※  業務完了後に、受託者の責に帰すべき理由による成果物の不良個所が

あった場合は、速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これ

に対する経費は受託者の負担とする。 

※ 成果物の著作権及び所有権は、沖縄県に帰属するものとする。 

ただし、本委託業務にあたり、第三者の著作権等その他の権利に抵触す

るものについては、受託者の費用をもって処理するものとする。 

 

７ 業務の進め方  

事業の実施にあたっては、沖縄県（文化観光スポーツ部観光政策課）と調

整を十分に行うこと。 

 

８ 業務の推進体制 

（１）事業の実施にあたっては、沖縄県（文化観光スポーツ部観光政策課）と

調整を十分に行うこと。 

 

（２）責任者及び沖縄県内に勤務する職員等から正副２名以上の担当者を配置

すること。 

 

（３）コンソーシアムで本事業を受託する際には、コンソーシアムを構成する

事業者間で協定書を締結し、実施体制と役割分担を明確にするとともに、

当該協定書で規定する代表者が中心となり、沖縄県との綿密な連携の元に

業務の遂行にあたること。 

 

９ 予算額 

今回の企画提案については、8,903 千円（消費税込み）の範囲内で見積も

ること。 

ただし、この金額は企画提案のために設定したものであり、実際の契約額

とは異なる。 
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10 再委託の禁止について 

（１）一括再委託の禁止等 

契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせる

ことができない。 

また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、そ

の履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。ただし、これ

により難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認める場合

は、これと異なる取扱いをすることがある。 

 （契約の主たる部分） 

  契約金額の 50％を超える業務 

  企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根本的な業務 

  その他、県が契約の主たる部分と決定した業務 

 

（２）再委託の相手方の制限 

指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有す

る者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 

 

（３）再委託の範囲 

本委託契約の履行に当たり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせる

ことのできる業務等の範囲は以下のとおりとする。 

 （再委託により履行することのできる業務の範囲） 

   契約金額の 50％を超えない業務 

  その他、県が再委託により履行することができると決定した業務 

 

（４）再委託の承認 

契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらか

じめ書面による県の承認を得なければならない。ただし、以下に定める「そ

の他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りで

はない。 

 （その他、簡易な業務の範囲） 

資料の収集・整理・発送  

複写・印刷・製本  

原稿・データの入力及び集計 

オンライン会議を行うための準備等、ロードマップの内容に直接関わら

ない業務 

その他、県が簡易と決定した業務（アンケート配布業務等、単純作業的

な業務）  
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11 その他留意事項等 

（１）業務着手に先立ち、実施計画書（実施内容、スケジュール、推進体制等）、

責任者及び担当者の名簿（氏名、役職、連絡先）を県に提出すること。 

 

（２）その他委託業務の実施にあたり、疑義が生じた場合は、沖縄県（文化観

光スポーツ部観光政策課）及び受託者で協議の上決定する。 


